
大阪市審議会等の設置及び運営に関する指針（抜粋） 

 

<会議の公開基準について> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<会議の公開・非公開の決定について> 

 

 

 

 

 

 

第７ 会議の公開 

 １ 会議の公開基準 

    審議会等の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものと

する。 

(1) 会議において次のいずれかに該当する情報を取り扱う場合 

（中略） 

   イ 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情

報の公開に関する法律（平成 13 年法律第 140 号）第２条第１項に規定す

る独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体、地方独立行政法人

及び大阪市住宅供給公社を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることによ

り、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を

保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

（中略） 

エ 公にすることにより、本市の機関等及び国等（国、独立行政法人等、他

の地方公共団体、地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社をいう。以下

同じ。）の内部若しくは相互間における率直な意見の交換若しくは意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそ

れがあると認められる情報 

  （後略） 

   オ 市長その他の執行機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であ

って、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

(ｱ) 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に

関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行

為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

(ｲ) 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国等の財産上の利益

又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

(ｳ) 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害

するおそれ 

(ｴ) 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ

すおそ れ 

(ｵ) 本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益

を害するおそれ 

カ 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、
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３ 公開・非公開の決定第 

(1) 審議会等の会議の公開又は非公開については、この指針に基づき、当該審議会等

において決定するものとする。 

（後略） 


